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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体における位置が特定された断面であって特徴部位を含む断面の参照医用画像を表
示させる入力を行なう入力部と、
　予め取得された参照医用画像のボリュームデータに基づいて、前記入力部で入力された
断面の参照医用画像を表示部に表示させる参照医用画像表示制御部と、
　表示された前記参照医用画像の前記被検体における位置を示す指示マーカを前記表示部
に表示させる指示マーカ表示制御部と、
　前記被検体に対して超音波を送信しエコー信号を受信する超音波プローブと、
　前記エコー信号に基づいてリアルタイムの超音波画像を前記表示部に表示させる超音波
画像表示制御部と、
　前記超音波プローブの位置を検出するための位置センサと、
　前記位置センサの位置検出情報に基づいて、前記超音波画像の座標系における前記エコ
ー信号の位置を算出する位置算出部と、
　表示された前記参照医用画像及び前記超音波画像における前記特徴部位に関する同一部
位を操作者が指定する指定部とを備え、
　前記参照医用画像表示制御部は、前記指定部を用いた前記同一部位の指定に基づいて、
前記リアルタイムの超音波画像に追従するように、前記超音波画像と同一断面の前記参照
医用画像を前記表示部に表示させることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
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　前記指示マーカは、臓器の形等の被検体における位置を示す図形であるボディマークと
、前記超音波プローブの位置を示す図形であるプローブマークとを含むことを特徴とする
請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記被検体における前記参照医用画像の断面の位置と、前記被検体における前記超音波
画像の断面の位置との距離を示す距離表示を表示させる距離表示制御部を備えることを特
徴とする請求項１又は２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記入力部における入力は、予め取得された前記参照医用画像のボリュームデータにお
ける特徴部位を含む断面の中から、操作者が表示させたい断面を選択する入力であること
を特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記入力部における入力は、予め取得された前記参照医用画像のボリュームデータにお
ける特徴部位を含む断面の中から、予めプリセットされた断面を表示させる入力であるこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　コンピュータに、
　被検体における位置が特定された断面であって特徴部位を含む断面の参照医用画像を表
示させる入力を受けて、予め取得された参照医用画像のボリュームデータに基づいて、前
記断面の参照医用画像を表示部に表示させる参照医用画像表示制御機能と、
　表示された前記参照医用画像の前記被検体における位置を示す指示マーカを前記表示部
に表示させる指示マーカ表示制御機能と、
　超音波プローブが受信したエコー信号に基づいてリアルタイムの超音波画像を前記表示
部に表示させる超音波画像表示機能と、
　前記超音波プローブの位置を検出するための位置センサの位置検出情報に基づいて、前
記超音波画像の座標系における前記エコー信号の位置を算出する位置算出機能とを実行さ
せるとともに、
　前記参照医用画像表示制御機能は、更に、操作者による表示された前記参照医用画像及
び前記超音波画像における前記特徴部位に関する同一部位の指定に基づいて、前記リアル
タイムの超音波画像に追従するように、前記超音波画像と同一断面の前記参照医用画像を
前記表示部に表示させる機能を実行させることを特徴とする超音波診断装置の制御プログ
ラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波画像及び参照医用画像がともに表示される超音波診断装置及びその制
御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置では、超音波プローブにより超音波の送信を行なって得られたエコー信
号に基づいて、リアルタイムの超音波画像を表示することが可能である。このような超音
波診断装置において、例えば特許文献１には、被検体における同一断面について、リアル
タイムの超音波画像と、Ｘ線ＣＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）画像やＭ
ＲＩ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ）画像などの参照医用画
像とを表示する超音波診断装置が開示されている。
【０００３】
　この超音波診断装置では、位置センサにより検出される超音波プローブの位置に基づい
て、Ｘ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置で取得されたボリュームデータにおいて、超音波画像の位
置と対応する領域が特定され、この対応領域について前記参照医用画像が表示される。従
って、超音波プローブを動かしても、これに追従するようにして常に超音波画像と同一断
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面の参照医用画像が自動的に表示される。これにより、超音波画像と参照医用画像とを容
易に対比することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第ＷＯ２００４－０９８４１４号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　リアルタイムの超音波画像と同一断面の参照医用画像を自動的に表示させるためには、
超音波画像の座標系と参照医用画像の座標系との位置対応関係が特定されている必要があ
る。従って、超音波画像の座標系と参照医用画像の座標系との位置対応関係を特定するた
めの位置合わせが行われる。
【０００６】
　位置合わせの手法の一例について説明する。先ず、操作者は、操作部で操作を行なって
、被検体について予め取得された参照医用画像のボリュームデータに基づいて、任意の断
面の参照医用画像を表示させるとともに、被検体に対する超音波の送受信を行なって任意
の断面についてのリアルタイムの超音波画像を表示させる。
【０００７】
　次に、操作者は、表示された超音波画像及び参照医用画像を見比べながら、前記超音波
プローブの位置を変えたり前記操作部を操作したりして、同一断面の超音波画像と参照医
用画像とを表示させる。この時表示させる超音波画像及び参照医用画像は、例えば血管の
分岐部分など特徴的な部位を含む断面についての画像である。操作者は、同一断面の超音
波画像及び参照医用画像が表示されると、これら超音波画像及び参照医用画像において、
被検体において同一位置と思われる特徴的な部位にマーキングをする。これにより、超音
波画像の座標系及び医用画像の座標系における同一部位が特定され、超音波画像の座標系
と医用画像の座標系との間において位置対応関係が特定される。
【０００８】
　以上のような位置合わせを行なうにあたり、Ｘ線ＣＴ画像やＭＲＩ画像に不慣れな超音
波診断装置の操作者にとっては、参照医用画像を表示させても、それがどの部分の画像で
あるのか分からない場合もある。従って、位置合わせを行なうための特徴部位を含む参照
医用画像の断面を探すことに手間取り、同一断面の参照医用画像と超音波画像を表示させ
るまで時間がかかる場合があった。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の課題を解決するためになされた一の観点の発明は、被検体における位置が特定さ
れた断面であって特徴部位を含む断面の参照医用画像を表示させる入力を行なう入力部と
、予め取得された参照医用画像のボリュームデータに基づいて、前記入力部で入力された
断面の参照医用画像を表示させる参照医用画像表示制御部と、を備えることを特徴とする
超音波診断装置である。
【００１０】
　また、他の観点の発明は、前記一の観点の発明において、表示された参照医用画像の断
面の被検体における位置を示す指示マーカを表示させる指示マーカ表示制御部を備えるこ
とを特徴とする超音波診断装置である。
【００１１】
　さらに、他の観点の発明は、前記一の観点の発明において、被検体における参照医用画
像の断面の位置と、被検体における超音波画像の断面の位置との距離を示す距離表示を表
示させる距離表示制御部を備えることを特徴とする超音波診断装置である。
【発明の効果】
【００１２】
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　上記一の観点の発明によれば、操作者が前記入力部において、被検体における位置が特
定された断面であって特徴部位を含む断面の参照医用画像を表示させる入力を行なうと、
その断面の参照医用画像が表示される。このように、被検体における位置が特定された断
面についての参照医用画像が表示されるので、参照医用画像と同一断面のリアルタイムの
超音波画像を表示させることが容易である。従って、位置合わせを簡単に行なうことがで
きる。
【００１３】
　また、上記他の観点の発明によれば、前記指示マーカを参照することにより、被検体に
おいて参照医用画像が表示されている断面を容易に特定することができる。
【００１４】
　さらに、上記他の観点の発明によれば、前記距離表示を参照することにより、被検体に
おいて参照医用画像が表示されている断面を容易に特定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態における超音波診断装置の構成の一例を示すブロック図である
。
【図２】第一実施形態の超音波診断装置における表示制御部の構成を示すブロック図であ
る。
【図３】第一実施形態における超音波診断装置の作用を示すフローチャートである。
【図４】参照医用画像が表示された表示部の一例を示す図である。
【図５】ボディマーク及びプローブマークが表示された表示部を示す図である。
【図６】参照医用画像とともに超音波画像が表示された表示部の一例を示す図である。
【図７】参照医用画像と同一断面の超音波画像が表示された表示部の一例を示す図である
。
【図８】超音波画像及び参照医用画像においてカーソルによって同一部位が指定された表
示部の一例を示す図である。
【図９】第二実施形態の超音波診断装置における表示制御部の構成を示すブロック図であ
る。
【図１０】第二実施形態の作用を示すフローチャートである。
【図１１】距離マークが表示された表示部の一例を示す図である。
【図１２】参照医用画像と同一断面の超音波画像が表示された時の距離マークが表示され
た表示部の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について図１～図８に基づいて説明する。図１に示す超音波診
断装置１は、超音波プローブ２、送受信部３、エコーデータ処理部４、表示制御部５、表
示部６、操作部７、制御部８、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ：ハードディス
クドライブ）９を備える。
【００１７】
　前記超音波プローブ２は、アレイ状に配置された複数の超音波振動子（図示省略）を有
して構成され、この超音波振動子によって被検体に対して超音波を送信し、そのエコー信
号を受信する。
【００１８】
　前記超音波プローブ２には、例えばホール素子で構成される前記磁気センサ１０が設け
られている。この磁気センサ１０により、例えば磁気発生コイルで構成される磁気発生部
１１から発生する磁気が検出されるようになっている。前記磁気センサ１０における検出
信号は、前記表示制御部５へ入力されるようになっている。前記磁気センサ１０における
検出信号は、図示しないケーブルを介して前記表示制御部５へ入力されてもよいし、無線
で前記表示制御部５へ入力されてもよい。前記磁気発生部１１及び前記磁気センサ１０は
、後述のように前記超音波プローブ２の位置及び傾きを検出するためのものであり、本発
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明における位置センサの実施の形態の一例である。
【００１９】
　前記送受信部３は、前記超音波プローブ２から所定の走査条件で超音波を送信するため
の電気信号を、前記制御部８からの制御信号に基づいて前記超音波プローブ２に供給する
。また、前記送受信部３は、前記超音波プローブ２で受信したエコー信号について、Ａ／
Ｄ変換、整相加算処理等の信号処理を行ない、信号処理後のエコーデータを前記エコーデ
ータ処理部４へ出力する。
【００２０】
　前記エコーデータ処理部４は、前記送受信部３から出力されたエコーデータに対し、超
音波画像を作成するための処理を行なう。例えば、前記エコーデータ処理部４は、対数圧
縮処理、包絡線検波処理等のＢモード処理を行ってＢモードデータを作成する。
【００２１】
　前記表示制御部５は、図２に示すように、位置算出部５１、メモリ５２、超音波画像デ
ータ作成部５３、超音波画像表示制御部５４、参照医用画像表示制御部５５、付加画像表
示制御部５６を有する。前記位置算出部５１は、前記磁気センサ１０からの磁気検出信号
に基づいて、前記磁気発生部１１を原点とする三次元空間の座標系における前記超音波プ
ローブ２の位置及び傾きの情報（以下、「プローブ位置情報」と云う）を算出する。さら
に、前記位置算出部５１は、前記プローブ位置情報に基づいてエコー信号の前記三次元空
間の座標系における位置情報を算出する。前記磁気発生部１１を原点とする三次元空間の
座標系を、超音波画像ＵＧの座標系と云うものとする。前記位置算出部５１は、本発明に
おける位置算出部の実施の形態の一例である。
【００２２】
　前記メモリ５２は、例えばＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）やＲ
ＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の半導体メモリ（Ｍｅｍｏｒｙ）などで構
成される。このメモリ５２には、例えば前記エコーデータ処理部４から出力されて、後述
するように前記超音波画像データ作成部５３において超音波画像データに変換される前の
データなどが記憶される。前記超音波画像データに変換される前のデータを、ローデータ
（Ｒａｗ　Ｄａｔａ）と云うものとする。ローデータは、前記ＨＤＤ９に記憶されるよう
になっていてもよい。
【００２３】
　また、前記メモリ５２には、予め取得された参照医用画像ＲＧのボリュームデータが記
憶されている。このボリュームデータは、前記ＨＤＤ９に記憶されていてもよい。前記参
照医用画像ＲＧのボリュームデータは、参照医用画像ＲＧの座標系における位置情報とと
もに前記メモリ５２、前記ＨＤＤ９に記憶される。
【００２４】
　前記参照医用画像ＲＧは、超音波画像以外の医用画像である。具体的には、前記参照医
用画像ＲＧは、例えばＸ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置などで予め取得されたＸ線ＣＴ画像やＭ
ＲＩ画像である。
【００２５】
　前記超音波画像データ作成部５３は、前記エコーデータ処理部４から入力されたデータ
を、スキャンコンバータ（Ｓｃａｎ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）によって走査変換して超音波
画像データを作成する。
【００２６】
　前記超音波画像表示制御部５４は、前記超音波画像データに基づいて、リアルタイムの
超音波画像ＵＧを前記表示部６に表示させる。
【００２７】
　前記参照医用画像表示制御部５５は、参照医用画像表示制御機能を実行する。具体的に
は、前記参照医用画像表示制御部５５は、前記位置算出部５１で算出されたエコー信号の
位置に対応する参照医用画像ＲＧを表示させる。また、前記参照医用画像表示制御部５５
は、後述するように、前記ボリュームデータに基づいて前記操作部７で入力された断面の
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参照医用画像ＲＧを表示させる。前記参照医用画像表示制御部５５は、本発明における参
照医用画像表示制御部の実施の形態の一例である。
【００２８】
　前記付加画像表示制御部５６は、後述するように、ボディマークＢＭを前記表示部６に
表示させるとともに、このボディマークＢＭ上にプローブマークＰＭを表示させる（例え
ば図５参照）。前記プローブマークＰＭは、本発明における指示マーカ（ｍａｒｋｅｒ）
の実施の形態の一例である。また、前記付加画像表示制御部５６は、本発明における指示
マーカ表示制御部の実施の形態の一例である。
【００２９】
　前記表示部６は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）やＣＲＴ
（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）などで構成される。前記操作部７は、操作者が指
示や情報を入力するためのキーボード及びポインティングデバイス（図示省略）などを含
んで構成されている。前記操作部７は、本発明における入力部の実施の形態の一例である
。
【００３０】
　前記制御部８は、特に図示しないがＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
Ｕｎｉｔ）を有して構成される。この制御部８は、前記ＨＤＤ９に記憶された制御プログ
ラムを読み出し、前記超音波診断装置１の各部における機能を実行させる。
【００３１】
　さて、本例の超音波診断装置１の作用について図３のフローチャートに基づいて説明す
る。ここでの作用としては、超音波画像ＵＧの座標系と参照医用画像ＲＧの座標系との位
置合わせ処理を説明する。
【００３２】
　先ず、図３のステップＳ１では、操作者は、特徴部位を含む断面の参照医用画像ＲＧを
表示させる入力を前記操作部７において行なう。具体的には、先ず前記付加画像表示制御
部５６が、表示させる断面の候補を前記表示部６に複数表示させる。次に、操作者は表示
された候補の中から表示させたい断面を前記操作部７のトラックボール等を用いてカーソ
ルで選択する入力を行なう。
【００３３】
　ここで、表示させる断面の候補は、参照医用画像ＲＧのボリュームデータにおいて予め
記憶されており、被検体における位置が特定されているものとする。例えば、肝臓のボリ
ュームデータであれば、特徴部位として血管の分岐部分（例えば、門脈本幹と左葉枝水平
部との分岐部分など）の断面が記憶されている。前記付加画像表示制御部５６は、記憶さ
れている断面の候補をアイコンや文字などで前記表示部６に表示させる。
【００３４】
　次に、ステップＳ２では、前記参照医用画像表示制御部５５は、ステップＳ１で選択さ
れた断面の参照医用画像ＲＧを、図４に示すように前記表示部６に表示させる。図４にお
いて、符号ｂｌは血管を示している。
【００３５】
　次に、ステップＳ３では、図５に示すように、前記付加画像表示制御部５６は、前記表
示部６にボディマークＢＭ及びプローブマークＰＭを表示させる。本例では、前記ボディ
マークＢＭは肝臓を示すボディマークである。このボディマークＢＭ上に表示されたプロ
ーブマークＰＭは、ステップＳ２において選択された断面の被検体における位置を示して
いる。
【００３６】
　前記ボディマークＢＭにおける前記プローブマークＰＭの位置は、前記参照医用画像Ｒ
Ｇの断面毎に記憶されている。前記ステップＳ３では、前記ステップＳ２で選択された断
面に応じた位置のプローブマークＰＭが表示される。
【００３７】
　ちなみに、前記ボディマークＢＭ及び前記プローブマークＰＭは、前記ステップＳ２に
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おいて参照医用画像ＲＧが表示されると同時に表示されてもよい。
【００３８】
　次にステップＳ４では、前記超音波プローブ２を被検体の体表面に当接させて超音波の
送受信を開始する。そして、前記超音波画像表示制御部５４は、エコー信号に基づいて作
成された超音波画像ＵＧを、図６に示すように前記表示部６に表示させる。前記超音波画
像ＵＧは例えばＢモード画像である。前記超音波画像ＵＧは、前記参照医用画像ＲＧと並
列に前記表示部６に表示される。ちなみに、前記超音波画像ＵＧの断面と前記参照医用画
像ＲＧの断面は平行であるものとする。
【００３９】
　ステップＳ４において超音波画像ＵＧが表示されると、ステップＳ５では、操作者は前
記超音波プローブ２を移動させて、図７に示すように前記参照医用画像ＲＧと同一断面の
超音波画像ＵＧを表示させる。操作者は、前記プローブマークＰＭを参照することにより
、被検体においてどの場所に前記超音波プローブ２を位置させればよいかを容易に把握す
ることができるので、前記参照医用画像ＲＧと同一の断面を容易に発見することができる
。
【００４０】
　ステップＳ５において前記参照医用画像ＲＧと同一断面についての超音波画像ＵＧが表
示されると、ステップＳ６において操作者は、図８に示すように、前記超音波画像ＵＧ及
び前記参照医用画像ＲＧにおいて同一部位と思われる部分をカーソルＣにより指定する。
ここでは、カーソルＣにより血管ｂｌの分岐部分が指定される。具体的には、操作者は前
記超音波画像ＵＧ及び前記参照医用画像ＲＧ上に表示されたカーソルＣを前記操作部７の
トラックボール等を用いて移動させて血管の分岐部分を指定する。
【００４１】
　ここで、前記参照医用画像ＲＧのデータは位置情報を有している。従って、上述のよう
に前記超音波画像ＵＧと前記参照医用画像ＲＧとで同一位置と思われる点を指定すると、
これら超音波画像ＵＧの座標系と参照医用画像ＲＧの座標系との対応位置が特定される。
これにより、前記超音波画像ＵＧの座標系と前記参照医用画像ＲＧの座標系との座標変換
が可能になる。以上により位置合わせ処理が終了し、前記参照医用画像表示制御部５５は
、前記位置算出部５１で算出されたエコー信号の位置に対応する位置を前記ボリュームデ
ータにおいて特定して参照医用画像ＲＧを表示させる。これにより、前記表示部６には、
リアルタイムの超音波画像ＵＧに追従するようにしてこの超音波画像ＵＧと同一断面の参
照医用画像ＲＧが表示される。
【００４２】
　以上説明した本例の超音波診断装置１によれば、被検体における位置が特定された断面
であって、操作者によって選択された断面についての参照医用画像ＲＧが、位置合わせの
際に表示されるので、位置合わせを行なうための特徴部位を含む参照医用画像ＲＧの断面
を探す手間が不要になる。従って、操作者は、被検体において超音波画像ＵＧを表示させ
るべき断面、すなわち前記参照医用画像ＲＧと同一断面を短時間で容易に特定することが
できる。このように、参照医用画像ＲＧと同一断面の超音波画像ＵＧを容易に表示させる
ことができるので、位置合わせを簡単に行なうことができる。
【００４３】
　また、前記ステップＳ３において前記ボディマークＢＭ及び前記プローブマークＰＭが
表示されるので、操作者はこれを頼りにして前記超音波プローブ２を移動させれば参照医
用画像ＲＧと同一断面の超音波画像ＵＧを容易に表示させることができる。
【００４４】
（第二実施形態）
　次に、第二実施形態について説明する。以下、第一実施形態と異なる事項について説明
する。
【００４５】
　本例では、前記表示制御部５は、図９に示すように、位置算出部５１、メモリ５２、超
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音波画像データ作成部５３、超音波画像表示制御部５４、参照医用画像表示制御部５５、
付加画像表示制御部５６の他、距離算出部５７を有する。この距離算出部５７については
後述する。
【００４６】
　第二実施形態の作用について図１０のフローチャートに基づいて説明する。本例では、
前記超音波画像ＵＧ及び前記参照医用画像ＲＧにおけるカーソルＣによる指定を複数断面
について行なうことができる。前記超音波画像ＵＧ及び前記参照医用画像ＲＧにおける対
応位置を複数断面について特定することで、位置合わせの精度を向上させることができる
。
【００４７】
　具体的に説明する。ステップＳ１１～Ｓ１４については、上述のステップＳ１～Ｓ４と
同一の処理である。ステップＳ１４において超音波画像ＵＧが表示されると、ステップＳ
１５では、前記制御部８は、前記超音波画像ＵＧ及び前記参照医用画像ＲＧにおいて同一
部位の指定が行われているか否かを判定する。この同一部位の指定は、後述のステップＳ
１８における処理である。
【００４８】
　ステップＳ１５において、同一部位の指定が行われていないと判定された場合（ステッ
プＳ１５で「ＮＯ」）、ステップＳ１７の処理へ移行する。一方、ステップＳ１５におい
て、同一部位の指定が行われていると判定された場合（ステップＳ１５で「ＹＥＳ」）、
ステップＳ１６の処理へ移行する。
【００４９】
　ステップＳ１６では、前記付加画像表示制御部５６は、図１１に示すように、前記表示
部６に距離マークＤＭを表示させる。この距離マークＤＭは、ステップＳ１４で表示され
た超音波画像ＵＧの断面の被検体における位置（超音波の送受信面の位置）と、ステップ
Ｓ１２で表示された参照医用画像ＲＧの断面の被検体における位置との距離Ｄを示す表示
であり、本発明における距離表示の実施の形態の一例である。また、本例では前記付加画
像表示制御部５６は、本発明における距離表示制御部の実施の形態の一例である。
【００５０】
　前記距離Ｄは、前記距離算出部５７により算出される。具体的には、先ず前記距離算出
部５７は、前記位置算出部５１で算出された前記超音波画像ＵＧの断面の位置に対応する
位置を、参照医用画像ＲＧのボリュームデータにおいて特定する。ここでは、超音波画像
ＵＧの座標系と参照医用画像ＲＧの座標系との対応位置が特定されているので、前記超音
波画像ＵＧの座標系と前記参照医用画像ＲＧの座標系との座標変換が可能であり、前記超
音波画像ＵＧの断面に対応する位置を、前記参照医用画像ＲＧのボリュームデータにおい
て特定することができる。
【００５１】
　前記距離算出部５７は、このようにして前記参照医用画像ＲＧのボリュームデータにお
いて前記超音波画像ＵＧの断面の位置が特定されると、この超音波画像ＵＧの断面と前記
参照医用画像ＲＧの断面との距離Ｄを算出する。
【００５２】
　前記付加画像表示制御部５６は、前記距離算出部５７によって算出された距離Ｄに基づ
いて前記距離マークＤＭを表示させる。この距離マークＤＭは、本例では距離Ｄに応じた
面積を有する四角形の図形である。前記距離マークＤＭの面積は、距離Ｄが長くなるほど
大きくなり、距離Ｄが短くなるほど小さくなる。
【００５３】
　ただし、前記距離マークＤＭは、前記距離Ｄが零である場合、すなわち前記参照医用画
像ＲＧと同一断面の超音波画像ＵＧが表示されている場合、「＋」（プラス）印になる（
図１２参照）。
【００５４】
　前記ステップＳ１６で前記距離マークＤＭが表示されるか、前記ステップＳ１５で「Ｎ
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Ｏ」と判定された場合、ステップＳ１７の処理へ移行し、上述のステップＳ５と同様に参
照医用画像ＲＧと同一断面の超音波画像ＵＧを表示させる。前記ステップＳ１６で前記距
離マークＤＭが表示されていれば、操作者は、前記プローブマークＰＭの他、前記距離マ
ークＤＭを参照することにより、前記参照医用画像ＲＧと同一の断面を一層容易に発見す
ることができる。
【００５５】
　前記ステップＳ１６で前記距離マークＤＭが表示されている場合、前記ステップＳ１７
で前記参照医用画像ＲＧと同一断面の超音波画像ＵＧが表示されると、図１２に示すよう
に、前記距離マークＤＭは「＋」印となる。
【００５６】
　次に、ステップＳ１８の処理へ移行する。このステップＳ１８については、上述のステ
ップＳ６と同一の処理である。
【００５７】
　次にステップＳ１９では、前記付加画像表示制御部５６は、別の断面の画像を表示させ
るか否かを問うメッセージの画像（図示省略）を前記表示部６に表示させる。操作者は、
別の断面の画像を表示させるか、表示させないかを指示する入力を前記操作部７によって
入力する。
【００５８】
　前記ステップＳ１９において、別の断面の画像を表示させる入力が行われた場合（前記
ステップＳ１９で「ＹＥＳ」）、前記ステップＳ１１の処理へ移行し、再び上述のステッ
プを繰り返す。一方、前記ステップＳ１９において、別の断面の画像を表示させない入力
が行われた場合（前記ステップＳ１９で「ＮＯ」）、位置合わせ処理は終了する。
【００５９】
　以上、本発明を前記実施形態によって説明したが、本発明はその主旨を変更しない範囲
で種々変更実施可能なことはもちろんである。例えば、上述のステップＳ１、Ｓ１１にお
いて、特徴部位を含む断面の参照医用画像ＲＧを表示させる入力は、操作者が表示させた
い断面を選択する入力であれば上述の例に限られるものではなく、例えば特徴部位を文字
で入力してもよい。
【００６０】
　また、特徴部位を含む断面の参照医用画像ＲＧを表示させる入力は、操作者が表示させ
たい断面を選択する入力に限られるものではなく、予め取得された前記参照医用画像のボ
リュームデータにおける特徴部位を含む断面の中から、プリセットされた断面を自動的に
表示させるための入力であってもよい。この場合、第二実施形態では、前記ステップＳ１
８において、一つの断面について、前記超音波画像ＵＧ及び前記参照医用画像ＲＧにおけ
る同一部位の指定が終了すると、予め設定された順番で、別の断面の参照医用画像ＲＧが
表示されるようにしてもよい。
【００６１】
　また、前記ボディマークＢＭ及び前記プローブマークＰＭは一例であり上述のものに限
られるものではない。例えば、前記ボディマークＢＭは、人体の上半身を示すマーク等で
あってもよい。
【００６２】
　なお、前記超音波画像ＵＧの断面と前記参照医用画像ＲＧの断面とが平行ではない場合
、少なくとも異なる三断面について、前記超音波画像ＵＧ及び前記参照医用画像ＲＧにお
ける対応位置を前記カーソルＣによって指定することにより、前記超音波画像ＵＧの座標
系と前記参照医用画像ＲＧの座標系との対応位置が特定される。この場合、予め記憶され
た断面についての参照医用画像ＲＧを順次表示させ、それぞれの断面について、対応断面
の超音波画像ＵＧを表示させて前記カーソルＣの指定を行なう。この時、対応する前記ボ
ディマークＢＭ及び前記プローブマークＰＭを表示させてもよい。
【符号の説明】
【００６３】
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　　１　超音波診断装置
　　７　操作部（入力部）
　　１０　磁気センサ（位置センサ）
　　１１　磁気発生部（位置センサ）
　　５１　位置算出部
　　５５　参照医用画像表示制御部
　　５６　付加画像表示制御部（指示マーカ表示制御部、距離表示制御部）

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】
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